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都
市
再
生
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措
置
法
（
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成
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第
二
十
二
号
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都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
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（
平
成
十
四
年
政
令
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九
十
号
）
（
抄
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・
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都
圏
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三
十
一
年
法
律
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十
三
号
）
（
抄
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・

○
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法
（
昭
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八
年
法
律
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十
九
号
）
（
抄
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○
中
部
圏
開
発
整
備
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
）

３

○
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
三
百
十
八
号
）

・
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・
・
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○
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
（
抄
）

（
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
認
定
）

第
六
十
三
条

都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
都
市
開
発
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
都
市
開
発
事
業
を
施
行
す
る
土
地
（
水
面
を
含
む
。
）
の
区
域
（
以
下
「
整
備

事
業
区
域
」
と
い
う
。
）
の
面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
（
以
下
「
都
市
再
生
整
備
事
業
」
と
い
う
。
）
を
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
と
一

体
的
に
施
行
し
よ
う
と
す
る
民
間
事
業
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
市
再
生
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
民
間
都
市
再
生
整
備
事

業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

○
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
（
抄
）

（
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
再
生
整
備
事
業
の
規
模
）

第
二
十
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
都
市
開
発
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
区
域
内
に
お
け
る
都
市
開
発
事
業
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
都
市
開
発
事
業
を
除
く
。
）

〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

イ

首
都
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
市
街
地
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
地
帯

ロ

近
畿
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
都
市
区
域
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
区
域

ハ

中
部
圏
開
発
整
備
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
市
整
備
区
域

ニ

指
定
都
市
の
区
域

二

前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
内
に
お
け
る
都
市
開
発
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
都
市
開
発
事
業
の
整
備
事
業
区
域
に
隣
接
し
、
又
は
近
接
し
て
こ
れ
と
一
体
的

に
他
の
都
市
開
発
事
業
（
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
に
お
い
て
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
と
一
体
的
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
事
業
の

効
果
を
一
層
高
め
る
も
の
に
限
る
。
）
が
施
行
さ
れ
、
又
は
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
都
市
開
発
事
業
の
整
備
事
業
区
域
の

面
積
の
合
計
が
〇
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
都
市
開
発
事
業
（
次
号
に
掲
げ
る
都
市
開
発
事
業
を
除
く
。
）

〇
・
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

三

第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
内
に
お
け
る
都
市
開
発
事
業
で
あ
っ
て
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条

第
十
一
項
に
規
定
す
る
認
定
基
本
計
画
に
お
い
て
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
た
都
市
開
発
事
業

〇
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

四

第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
け
る
都
市
開
発
事
業

〇
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

附

則

（
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
再
生
整
備
事
業
の
規
模
の
特
例
）

２

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
」
と
、
同
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号
イ
中
「
既
成
市
街
地
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
地
帯
」
と
あ
る
の
は
「
既
成
市
街
地
」
と
、
同
号
ロ
中
「
既
成
都
市
区
域
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す

る
近
郊
整
備
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
既
成
都
市
区
域
」
と
、
同
号
ハ
中
「
都
市
整
備
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
整
備
区
域
（
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整

備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
区
域
で
あ
る
も
の
に
限
る

。
）
」
と
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
ニ
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
ハ
ま
で
に
」
と
す
る
。

○
首
都
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
で
「
既
成
市
街
地
」
と
は
、
東
京
都
及
び
こ
れ
と
連
接
す
る
枢
要
な
都
市
を
含
む
区
域
の
う
ち
、
産
業
及
び
人
口
の
過
度
の
集
中
を
防
止
し
、
か
つ
、
都
市

の
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
市
街
地
の
区
域
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
で
「
近
郊
整
備
地
帯
」
と
は
、
既
成
市
街
地
の
近
郊
で
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
を
い
う
。

５

（
略
）

○
近
畿
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
で
「
既
成
都
市
区
域
」
と
は
、
大
阪
市
、
神
戸
市
及
び
京
都
市
の
区
域
並
び
に
こ
れ
ら
と
連
接
す
る
都
市
の
区
域
の
う
ち
、
産
業
及
び
人
口
の
過
度
の
集
中

を
防
止
し
、
か
つ
、
都
市
の
機
能
の
維
持
及
び
増
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
市
街
地
の
区
域
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
で
「
近
郊
整
備
区
域
」
と
は
、
既
成
都
市
区
域
の
近
郊
で
、
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
を
い
う
。

５
・
６

（
略
）
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○
中
部
圏
開
発
整
備
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
で
「
都
市
整
備
区
域
」
と
は
、
中
部
圏
の
地
域
の
う
ち
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
を
い
う
。

４
・
５

（
略
）

○
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
三
百
十
八
号
）

（
抄
）

（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
区
域
）

第
一
条

首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
と
す
る
。

別
表

市

名

区

域

千
種
区

猪
高
町
の
区
域
を
除
く
区
域

東
区

全
域

北
区

西
区
と
の
区
界
線
と
都
市
計
画
街
路
中
小
田
井
味
鋺
線
と
の
交
会
点
か
ら
順
次
同
中
小
田
井
味
鋺
線
、
県
道
名
古
屋
小
牧
線
及
び
新
地
蔵
寺

川
右
岸
線
を
経
て
春
日
井
市
と
の
境
界
線
に
至
る
線
以
北
の
区
域
を
除
く
区
域

西
区

山
田
町
の
区
域
を
除
く
区
域

中
村
区

全
域

中
区

全
域

昭
和
区

天
白
町
、
一
つ
山
、
久
方
一
丁
目
、
久
方
二
丁
目
、
山
郷
町
、
大
根
町
、
高
坂
町
及
び
御
前
場
町
の
区
域
を
除
く
区
域

名
古
屋
市

瑞
穂
区

全
域

熱
田
区

全
域
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中
川
区

富
田
町
及
び
七
反
田
町
の
区
域
を
除
く
区
域

港
区

南
陽
町
の
区
域
を
除
く
区
域

南
区

全
域

守
山
区

春
日
井
市
と
の
境
界
線
と
日
本
国
有
鉄
道
中
央
本
線
と
の
交
会
点
を
起
点
と
し
、
順
次
同
中
央
本
線
、
都
市
計
画
街
路
山
の
手
通
線
、
同
小

幡
西
山
線
、
千
種
区
と
の
区
界
線
、
東
区
と
の
区
界
線
、
北
区
と
の
区
界
線
及
び
春
日
井
市
と
の
境
界
線
を
経
て
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ

た
区
域

緑
区

南
区
と
の
区
界
線
と
都
市
計
画
街
路
天
白
橋
公
園
線
と
の
交
会
点
を
起
点
と
し
、
順
次
同
天
白
橋
公
園
線
、
同
彌
富
鳴
海
線
、
同
星
崎
白
土

線
、
同
鳴
子
団
地
大
高
線
、
国
道
一
号
線
及
び
南
区
と
の
区
界
線
を
経
て
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
区
域
は
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
又
は
道
路
、
河
川
若
し
く
は
鉄
道
に
よ
つ
て
表
示
さ
れ
た
も
の

と
す
る
。


